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最近の裁判例から ⒂−賃貸保証委託契約−

借主による保証委託契約の解除等が信頼関係の破壊にあた
るとして、貸主からの賃貸借契約の解除が認められた事例

（東京地判 平30・6・5  ウエストロー・ジャパン） 山本 正雄

建物の借主が、貸主に承諾なく保証会社と
の保証委託契約を解除する旨の意思表示を行
ったことなどは、信頼関係の破壊にあたると
して、貸主が、賃貸借契約解除に基づく建物
明渡し及び賃料相当損害金の支払いを求める
訴訟を提起し、その請求が認められた事例（東
京地裁 平成30年6月5日判決 認容 ウエスト
ロー・ジャパン）

1 事案の概要

Ⅹ（原告・貸主）は、平成28年10月に媒介
業者Ａを通じ、本件建物について賃料6万8
千円、保証会社必須との広告を出し、これを
見たＹ（被告・借主）が賃借の申入れをした。

同月に媒介業者ＡはＹに対して重要事項説
明を行い、Ｘ及びＹは賃貸借契約を締結した。
賃貸借契約書には特約事項として、「Ｙが自
己の責任と負担にて保証会社Ｂと保証委託契
約を締結し、契約の更新も必ず行う」との約
定があった（重要事項説明書にも同様の記載
あり）。ＹはＢとの保証委託契約を締結し、
保証料を支払った。

同年11月、ＹはＸに対し、本件保証委託契
約は賃貸人にのみ利益があり賃借人に何ら利
益がないので公序良俗に反し無効であるなど
と主張し、保証委託契約解除、保証委託料の
Ｘ負担等を文書で通知した。

Ｙは、12月に12月及び1月分の賃料を現金
書留によりＸに送付したが、Ｘは契約に関す
る事項は媒介業者Ａに委託しているので、Ａ
に連絡するよう返信した。

ＹはＸが賃料を受領しなかったため、12月
に賃料を法務局に供託した。以降、Ｙは平成
29年1月から8月まで、賃料の供託を継続し
た。

一方、保証会社Ｂは、12月にＹから「保証
委託契約を解除した。保証料を返還してほし
い」旨の内容証明郵便を受領した。ＢはＹに
連絡をしたが、書面による連絡を要請された
ため、平成29年2月にＢの社員は、本件建物
のＹを訪問した。その際、ＹからＢの社員へ
暴力行為があり、警察官が呼ばれ事情聴取が
行われ、Ｂの社員は暴行罪で被害届を出した。

ＸはＹに対し、平成29年4月に内容証明郵
便により信頼関係破壊による賃貸借契約の解
除の意思表示をしたが、Ｙは書面を受け取ら
ず、再送についても受け取りを拒否した。

平成29年5月、ＸはＹに対して、信頼関係
破壊による契約の解除を主張し、賃貸借契約
終了に基づく建物の明渡し及び賃貸借契約終
了後である平成29年6月から建物明渡済みま
で1ヵ月6万9千円の割合による賃料相当損
害金の支払いを求め提訴した。

2 判決の要旨

裁判所は、次のとおり判示し、Ｘの請求を
認容した。

認定の事実によれば、本件賃貸借契約にお
いて、賃料の不払いがあるとか、Ｙによる本
件建物の使用方法が不適切であるなどの事情
を認めることはできない。Ｙは本件賃貸借契
約において定めた賃料支払方法で賃料を支払
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っていないものの、供託しているものである
から、賃料の不払いがあると評価することは
できない。

しかしながら次の各事情が認められる。
①本件賃貸借契約においては、Ｙが保証会社
Ｂとの間で保証委託契約を締結することが特
約事項とされているのに、Ｙは、Ｘに対して
本件賃貸借契約の締結日から1、2ヵ月の間
にＸに本件保証委託契約の解約及び保証委託
料の返還を求め、保証会社Ｂに対しても本件
保証委託契約の解除通知を送付した。
②本件賃貸借契約においては、賃料は、保証
会社Ｂによる口座振替で支払うこととなって
いるところ、Ｙは、平成28年10月及び11月分
の賃料支払い方法が口座振替ではないため、
必ずしも口座振替である必要はなく、また、
本件保証委託契約に瑕疵があり、Ｘに直接話
合いを求めたと主張するが、10月及び11月分
の賃料は契約成立時に仲介業者Ａを通じて支
払いをしたに過ぎず、本件賃貸借契約の特約
事項で賃料支払方法は保証会社Ｂの口座振替
と合意されていたものであることからこれを
遵守すべきであり、Ｙの主張は採用できない。
③Ｘは、本件建物の管理や諸手続きを媒介業
者Ａに委任しており、その旨Ｙに伝えていた
のに、Ｙは平成28年11月に文書を直接Ｘに送
付した。
④Ｙは、平成29年2月に来訪した保証会社Ｂ
の社員に対し、押し倒し、20分程度廊下に押
しつけるという暴力を振るい、後日、再度の
Ｂの来訪に際しても警察官を呼んだ。Ｙは暴
力を振るったことを否認するものの、保証会
社Ｂの社員の証言からして暴力を振るったこ
とを認めることができる。また、Ｙは、警察
官からＢの社員が再訪したら躊躇なく110番
通報してくださいと言われたと主張するが、
裏付ける何らの証拠はなく、主張は採用でき
ない。

以上の認定の各事情によれば、Ｙが本件賃
貸借契約で定めた保証会社Ｂとの保証委託契
約について理由がないのに解約を求め、また、
合意した賃料支払方法に従わず、Ｘが賃貸借
契約の管理を委任した媒介業者Ａを通じない
で直接交渉を求め、Ｙと交渉に当たったＢの
社員に理由なく暴力を振るい、更に賃貸人か
らの連絡をことごとく拒絶する態度をとって
いるなどの原因により、その基礎となる信頼
関係が破壊されているといわざるを得ない。

以上によれば、Ｘの請求は理由があるから
これを認容する。

3 まとめ

本件は、借主による保証委託契約の解除等
が信頼関係の破壊にあたるのかが争われた事
例である。判決では、保証委託契約の解除に
加え、借主の定められた賃料支払方法・手続
の不履行、借主による保証会社社員への暴力
行為なども含め、信頼関係は破壊されたとし
て、契約解除が認められている。

他の賃貸借保証関係の事例としては、賃貸
借契約締結時に賃借人において連帯保証人を
立てるとの合意がなされたが、賃借人が半年
を経過しても連帯保証人署名済みの契約書を
提出しなかったことにより、信頼関係が破壊
されたと判断し、賃貸借契約の解除及び建物
明渡請求が認められた事例（東京地判 平25・
7・17 RETIO 95-78）があるので、参考にさ
れたい。

（調査研究部調査役）

      


